
議案第１２９号  

 

多摩区における町区域の設定について 

 

地方自治法第２６０条第１項の規定により、別図のとおり町区域の設定をす

る。  

 

令和 ６ 年 ９ 月 ２ 日提出           

川崎市長 福 田 紀 彦        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

           工   事   概   要 

工 事 名 大師橋駅駅前交通広場整備工事 

本工事は、川崎市川崎区大師河原２丁目３番地先において、臨海部の交 

通機能強化の一環として、大師橋駅前に交通結節機能を有する広場の整備 

を行うものである。 

１ 工事概要 

⑴ 工事延長     Ｌ＝２５３．８ｍ 

⑵ 道路幅員     Ｗ＝３４．８ｍ 

⑶ 主な工種 

ア 車道舗装       Ａ＝２，２９０㎡ 

 イ 歩道舗装       Ａ＝２，１８６㎡ 

 ウ 管（函）渠型側溝   Ｌ＝２５５ｍ 

 エ 照明工        Ｎ＝１式 

 オ 上屋工        Ｎ＝１式 
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   提 案 要 旨 

 

 多摩区登戸地区において、土地区画整理事業の施行に伴い、町区域の設定を

したいので提出する。 

 


